
 

議

案

第

九

号 

 
 

 

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

及

び

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 
 

 
 

 
 

 
の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

三

年

二

月

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

及

び

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 
 

 
 

 
 

 

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

及

び

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

港

区

条

例

第

四

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

一

条

の

う

ち

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区

条

例

第

三

十

五

号

）

別

表

第

四

の

改

正

規

定

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

別

表

第

四

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

  



 

別表第４ 延長保育料（第７条関係） 

階層区分 

利 用 区 分 

午前７時１５分から 

午後７時１５分まで 

午後７時１５分から 

午後１０時まで 

１時間当たり 

（子ども単位） 

１月当たりの上限 

（子ども単位） 

１時間当たり 

（子ども単位） 

１月当たりの上限 

（子ども単位） 

Ａ階層及び

Ｂ階層に属

する世帯 

０円 ０円 ２００円 ２，０００円 

Ｃ階層及び

Ｄ１階層か

らＤ６階層

までの階層

に属する世

帯 

２００円 ２，０００円 ４００円 ４，０００円 

Ｄ７階層か

らＤ３０階

層までの階

層に属する

世帯 

４００円 ４，０００円 ６００円 ６，０００円 

 備考 

  １ この表において「階層区分」とは、別表第１及び別表第２における階層区分をいう。 

  ２ １時間に満たない端数は、これを１時間とする。 

  ３ 延長保育を利用する月の各利用区分における１時間当たりの合計額が、各階層区分に応

じた１月当たりの上限の額を超えるときは、当該１月当たりの上限の額とする。 



 

 

第

二

条

の

う

ち

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

六

十

二

年

港

区

条

例

第

七

号

）

別

表

第

四

の

改

正

規

定

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

別

表

第

四

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

              



 

別表第４ 延長保育料（第４条の３関係） 

階層区分 

利 用 区 分 

午前７時１５分から 

午後７時１５分まで 

午後７時１５分から 

午後１０時まで 

１時間当たり 

（児童単位） 

１月当たりの上限 

（児童単位） 

１時間当たり 

（児童単位） 

１月当たりの上限 

（児童単位） 

Ａ階層及び

Ｂ階層に属

する世帯 

０円 ０円 ２００円 ２，０００円 

Ｃ階層及び

Ｄ１階層か

らＤ６階層

までの階層

に属する世

帯 

２００円 ２，０００円 ４００円 ４，０００円 

Ｄ７階層か

らＤ３０階

層までの階

層に属する

世帯 

４００円 ４，０００円 ６００円 ６，０００円 

 備考 

  １ この表において「階層区分」とは、別表第１及び別表第２における階層区分をいう。 

  ２ １時間に満たない端数は、これを１時間とする。 

  ３ 延長保育を利用する月の各利用区分における１時間当たりの合計額が、各階層区分に応

じた１月当たりの上限の額を超えるときは、当該１月当たりの上限の額とする。 



 

 
 

 

付 

則 

 
こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 
明

） 

 

保

護

者

の

経

済

的

負

担

を

軽

減

す

る

た

め

の

施

策

と

し

て

延

長

保

育

料

の

上

限

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


